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○東京都板橋区国民健康保険条例 

昭和34年11月30日東京都板橋区条例第22号 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 国民健康保険運営協議会（第２条・第３条） 

第３章 被保険者（第４条） 

第４章 保険給付（第５条―第12条） 

第５章 保健事業（第13条） 

第６章 保険料（第14条―第24条の４） 

第７章 雑則（第26条） 

第８章 罰則（第27条―第29条） 

付則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、国民健康保険の事務について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を

定めることを目的とする。 

一部改正〔平成30年条例19号〕 

第２章 国民健康保険運営協議会 

（委員の定数） 

第２条 国民健康保険法（昭和33年法律第192号。以下「法」という。）第11条第２項に規定する国

民健康保険事業の運営に関する協議会として国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）

を設置し、その委員の定数は、次に定めるところによる。 

(１) 被保険者を代表する委員 ４人 

(２) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ４人 

(３) 公益を代表する委員 ４人 

(４) 被用者保険等保険者を代表する委員 ２人 

一部改正〔昭和61年条例20号・平成６年30号・17年43号・30年19号〕 

（委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。 

第３章 被保険者 
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（被保険者としない者） 

第４条 児童福祉法（昭和22年法律第164号）の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は

小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法（明治29

年法律第89号）の規定による扶養義務者のいない者（児童福祉法第24条の３第６項に規定する入

所給付決定保護者のある者を除く。）は、被保険者としない。 

一部改正〔平成19年条例13号・21年18号・23年14号〕 

第４章 保険給付 

（保険給付の種類） 

第５条 区は、次の各号に掲げる保険給付を行う。 

(１) 療養の給付 

(２) 入院時食事療養費の支給 

(３) 入院時生活療養費の支給 

(４) 保険外併用療養費の支給 

(５) 療養費の支給 

(６) 訪問看護療養費の支給 

(７) 特別療養費の支給 

(８) 移送費の支給 

(９) 高額療養費の支給 

(10) 高額介護合算療養費の支給 

(11) 出産育児一時金の支給 

(12) 葬祭費の支給 

(13) 結核医療給付金又は精神医療給付金（以下「結核・精神医療給付金」という。）の支給 

一部改正〔昭和59年条例39号・平成６年30号・７年42号・14年34号・18年25号・35号・20年

11号〕 

（療養の給付の範囲） 

第６条 療養の給付の範囲は、法第36条第１項に定めるところによる。 

一部改正〔昭和59年条例39号・平成30年19号〕 

（一部負担金） 

第７条 保険医療機関又は保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）について、療養の給付を

受ける被保険者は、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合
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を乗じて得た額を、一部負担金として、当該給付を受ける際、当該保険医療機関等に支払わなけ

ればならない。 

(１) ６歳に達する日以後の最初の３月31日の翌日以降であつて70歳に達する日の属する月以前

である場合 100分の30 

(２) ６歳に達する日以後の最初の３月31日以前である場合 100分の20 

(３) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合（次号に掲げる場合を除く。） 100分の

20 

(４) 法第42条第１項第４号の規定が適用される者である場合 100分の30 

全部改正〔昭和59年条例39号〕、一部改正〔平成６年条例30号・７年42号・14年34号・18年

35号・20年11号〕 

第８条及び第８条の２ 削除 

削除〔平成７年条例42号〕 

（一部負担金の減免又は猶予） 

第９条 区長は、災害、貧困その他特別の理由がある被保険者で、第７条の規定による一部負担金

を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減免し、又はその徴収を猶予す

ることができる。 

一部改正〔平成６年条例30号〕 

（入院時食事療養費） 

第９条の２ 入院時食事療養費の支給は、法第52条に定めるところによる。 

追加〔平成６年条例30号〕 

（入院時生活療養費） 

第９条の２の２ 入院時生活療養費の支給は、法第52条の２に定めるところによる。 

追加〔平成18年条例35号〕 

（保険外併用療養費） 

第９条の３ 保険外併用療養費の支給は、法第53条に定めるところによる。 

追加〔昭和59年条例39号〕、一部改正〔平成６年条例30号・18年35号〕 

（療養費） 

第９条の４ 療養費の支給は、法第54条及び第54条の３第３項から第５項までの規定に定めるとこ

ろによる。 

追加〔昭和59年条例39号〕、一部改正〔昭和62年条例14号・平成６年30号〕 
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（訪問看護療養費） 

第９条の５ 訪問看護療養費の支給は、法第54条の２に定めるところによる。 

追加〔平成６年条例30号〕 

（特別療養費） 

第９条の６ 特別療養費の支給は、法第54条の３に定めるところによる。 

追加〔平成６年条例30号〕 

（移送費） 

第９条の７ 移送費の支給は、法第54条の４に定めるところによる。 

追加〔平成６年条例30号〕 

第９条の８ 削除 

削除〔平成14年条例34号〕 

（高額療養費） 

第９条の９ 高額療養費の支給は、法第57条の２に定めるところによる。 

一部改正〔昭和59年条例39号・平成６年30号〕 

（高額介護合算療養費） 

第９条の10 高額介護合算療養費の支給は、法第57条の３に定めるところによる。 

追加〔平成20年条例11号〕 

（出産育児一時金） 

第10条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金

として50万円を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法（大正11

年法律第70号）、船員保険法（昭和14年法律第73号）、国家公務員共済組合法（昭和33年法律第

128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第２項において同じ。）又は地

方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）の規定によつて、これに相当する給付を受けるこ

とができる場合には、行わない。 

一部改正〔昭和53年条例14号・54年16号・54年35号・56年31号・59年28号・61年20号・平成

４年24号・６年30号・10年25号・20年11号・46号・23年14号・令和５年17号〕 

（葬祭費） 

第11条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として７万円を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国
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家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年

法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定によつて、これに相当する給付を受け

ることができる場合には、行わない。 

一部改正〔昭和53年条例14号・54年35号・61年20号・平成９年22号・20年11号〕 

（結核・精神医療給付金） 

第12条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成10年法律第114号）第37条の２第１項（同法第64条第１項の規定により読み替えられる場合

を含む。）の規定による負担において医療を受ける場合であつて、次の各号に掲げる被保険者の

区分に応じ、当該各号に定める者が、第３項に定める申請のあつた月の属する年度（結核医療給

付金の申請のあつた月が４月又は５月の場合にあつては、前年度）分の市町村民税（特別区民税

を含むものとし、地方税法（昭和25年法律第226号）第328条の規定によつて課する所得割を除く。）

が課されない者（条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。）であると

きに支給する。 

(１) 18歳以上の被保険者 当該被保険者 

(２) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主 

２ 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第58条の規定により医療（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行令（平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。）第

１条の２第３号に規定する精神通院医療に限る。）に関する給付を受ける場合であつて、障害者

総合支援法施行令第35条第３号又は第４号に該当する者であるときに支給する。 

３ 結核・精神医療給付金の支給を受けようとする被保険者は、区長に申請し、この条例による支

給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。 

４ 結核・精神医療給付金の支給額は、次に定めるところによる。 

(１) 結核医療給付金の支給額 第１項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額 

(２) 精神医療給付金の支給額 第２項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額。

ただし、障害者総合支援法施行令第35条第３号又は第４号に定める額を限度とする。 

５ 被保険者が保険医療機関等において、第１項に規定する医療又は第２項に規定する医療に関す

る給付を受けたときは、区は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項各号に定め

る額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給す

べき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。 
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６ 前項の規定による支払があつたときは、世帯主に対し、結核・精神医療給付金（第４項に規定

する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。）の支給があつたものとみなす。 

全部改正〔平成７年条例42号〕、一部改正〔平成14年条例34号・18年25号・19年13号・20年

11号・25年26号・31年20号・令和４年25号〕 

第５章 保健事業 

全部改正〔平成６年条例30号〕 

（保健事業） 

第13条 区は、高齢者医療確保法第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特

定保健指導を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

を行う。 

全部改正〔平成20年規則11号〕 

第６章 保険料 

（保険料の賦課） 

第14条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主（以下「世帯主」という。）から徴収する。 

一部改正〔昭和53年条例14号・54年35号・55年32号・56年31号・58年26号・59年41号・61年

20号・平成12年24号〕 

（保険料の賦課額） 

第14条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民

健康保険法施行令（昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。）第29条の７第１項第１号

に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（同項第２号に規定

する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保険者（同項第３

号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同

号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）の合算額とする。 

全部改正〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成14年条例34号・20年11号・21年28号・30年

19号〕 

（基礎賦課総額） 

第14条の３ 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第19条の２、第19条の４及び第19条の５の規定に

より基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。）の

総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の

見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 
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(１) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並

びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、

特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第75条の７第１項の国民健康保険事業費納付

金（以下「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用（東京都（以下「都」

という。）の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定によ

る後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）及び高齢者医療確保法の規

定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）並びに介護保険法（平成

９年法律第123号）の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費用

に充てる部分を除く。）の額 

ウ 法第81条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 

エ 法第81条の２第10項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額 

オ 保健事業に要する費用の額 

カ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち都の国民健康保険に関する特別会

計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する

費用に充てる部分並びに国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。）の額 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法第74条の規定による補助金の額 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国民健康保険に関する特別会計において

負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充て

る部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸

し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）

の額 

ウ 法第75条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金の額 

エ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち都の国民健康保険に関する特別会

計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する
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費用に充てる部分並びに国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。）のための収入（法

第72条の３第１項、第72条の３の２第１項及び第72条の３の３第１項の規定による繰入金を

除く。）の額 

追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成14年条例34号・18年18号・35号・20年11号・22

年20号・27年33号・30年19号・令和４年25号・５年51号・６年19号〕 

（基礎賦課額） 

第14条の４ 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得

割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。 

追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔令和６年条例19号〕 

（基礎賦課額の所得割額の算定） 

第15条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第

314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額（同法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附

則第35条の２の６第８項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附

則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２

項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、

第35条の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31

条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35

条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは第２項、第

34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項又は第36条の規定の適用があ

る場合には、これらの規定の適用により同法第32条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条

の２の６第11項又は第35条の３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35

条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号。以下「外国居住者

等所得相互免除法」という。）第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第12条第５項及び第
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16条第２項において準用する場合を含む。第19条の２第１号において同じ。）に規定する特例適

用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免除法第12条

第６項及び第16条第３項において準用する場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適

用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定

する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条にお

いて同じ。）の合計額から地方税法第314条の２第２項の規定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の

総所得金額等」という。）に第15条の４の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

２ 前項の場合における地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額

又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第９項中

雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。 

全部改正〔平成23年条例14号〕、一部改正〔平成29年条例16号・令和３年12号・５年51号・

６年19号〕 

第15条の２及び第15条の３ 削除 

削除〔平成17年条例43号〕 

（基礎賦課額の保険料率） 

第15条の４ 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

(１) 所得割 100分の8.69（基礎賦課総額の100分の56に相当する額を被保険者に係る賦課期日

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（法施行令第29条の７第２

項第４号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第

53号。以下「省令」という。）第32条の９に規定する方法により補正された後の金額）の総額

で除して得た数） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき４万9,100円（基礎賦課総額の100分の44に相当する

額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算

定した数で除して得た額） 

全部改正〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成13年条例24号・14年20号・15年15号・16年

14号・17年20号・18年18号・19年13号・20年11号・21年18号・28号・22年12号・23年14号・

24年16号・25年26号・26年14号・27年33号・28年22号・29年16号・30年19号・31年20号・令

和２年19号・３年12号・４年25号・５年17号・６年19号〕 
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第15条の５から第15条の７まで 削除 

削除〔令和６年条例19号〕 

（基礎賦課限度額） 

第15条の８ 第14条の４の基礎賦課額は、65万円を超えることができない。 

全部改正〔令和６年条例19号〕 

（後期高齢者支援金等賦課総額） 

第15条の９ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第19条の２、第19条の４及び第19

条の５の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額

することとなる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１

号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とす

る。 

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用

に係る部分に限る。次号において同じ。）の額 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸

し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）

の額 

イ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第72条の３

第１項、第72条の３の２第１項及び第72条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の

額 

追加〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成30年条例19号・令和４年25号・５年51号・６年

19号〕 

（後期高齢者支援金等賦課額） 

第15条の10 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。 

追加〔平成20年条例11号〕、一部改正〔令和６年条例19号〕 

（後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 
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第15条の11 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除

後の総所得金額等に次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

追加〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成23年条例14号・令和６年19号〕 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第15条の12 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

(１) 所得割 100分の2.80（後期高齢者支援金等賦課総額の100分の56に相当する額を被保険者

に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（法施行令

第29条の７第３項第４号ただし書に規定する場合にあつては、省令第32条の９の２に規定する

方法により補正された後の金額）の総額で除して得た数） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき １万6,500円（後期高齢者支援金等賦課総額の100

分の44に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における被保険者の

数等を勘案して算定した数で除して得た額） 

追加〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例18号・28号・22年12号・23年14号・24

年16号・25年26号・26年14号・27年33号・28年22号・29年16号・30年19号・31年20号・令和

２年19号・３年12号・４年25号・５年17号・６年19号〕 

第15条の13から第15条の15まで 削除 

削除〔令和６年条例19号〕 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第15条の16 第15条の10の後期高齢者支援金等賦課額は、24万円を超えることができない。 

全部改正〔令和６年条例19号〕 

（介護納付金賦課総額） 

第16条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第19条の２及び第19条の５の規定により介護納

付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。）の総額

（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国民健康保険に関

する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号にお

いて同じ。）の額 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金（国
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民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸

し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）

の額 

イ その他区の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第72条の３

第１項及び第72条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

全部改正〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成18年条例18号・20年11号・30年19号・令和

５年51号・６年19号〕 

（介護納付金賦課額） 

第16条の２ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険

者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。 

追加〔平成12年条例24号〕 

（介護納付金賦課額の所得割額の算定） 

第16条の３ 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等に次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成23年条例14号〕 

（介護納付金賦課額の保険料率） 

第16条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

(１) 所得割 100分の2.28（介護納付金賦課総額の100分の55に相当する額を介護納付金賦課被

保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（法

施行令第29条の７第４項第４号ただし書に規定する場合にあつては、省令第32条の10に規定す

る方法により補正された後の金額）の総額で除して得た数） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１万6,500円（介護納付金賦課総額の100分の45に相

当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における介護納付金賦課被保険

者の数等を勘案して算定した数で除して得た額） 

追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成13年条例24号・14年20号・15年15号・16年14号・

17年20号・18年18号・19年13号・20年11号・21年18号・28号・22年12号・23年14号・24年16

号・25年26号・26年14号・27年33号・28年22号・29年16号・30年19号・31年20号・令和２年

19号・３年12号・４年25号・５年17号・６年19号〕 

（介護納付金賦課限度額） 
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第16条の５ 第16条の２の賦課額は、17万円を超えることができない。 

追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成16年条例14号・17年43号・19年13号・21年18号・

23年14号・26年14号・27年33号・令和２年19号〕 

（賦課期日） 

第17条 保険料の賦課期日は、４月１日とする。 

（普通徴収に係る保険料の納期限） 

第18条 法第76条の３第１項の規定による普通徴収に係る保険料の納期限は、６月から翌年の３月

までの毎月末日（12月にあつては、翌年の１月４日）とする。ただし、前年度分までの保険料に

ついては、当該保険料を賦課した月の末日（12月にあつては、翌年の１月４日）とする。 

２ 前項の納期限が土曜日に該当するときは、その翌日を納期限とみなす。 

一部改正〔昭和56年条例31号・平成元年30号・６年16号・17年43号・20年11号〕 

（普通徴収に係る保険料の納付額） 

第18条の２ 前条第１項本文の各納期の納付額は、年額の10分の１とする。 

２ 前項の規定により算出した各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、

すべて最初の納付額に合算するものとする。 

追加〔昭和56年条例31号〕、一部改正〔平成17年条例43号・20年11号〕 

（普通徴収に係る保険料の納期限等の特例） 

第18条の３ 前２条の規定にかかわらず、区長は、保険料の賦課額が変更された場合その他必要が

あると認める場合は、別に納期限及び各納期の納付額を定めることができる。 

２ 前項の場合において、賦課額が変更される前の各納期に納付された額の合算額が変更後の賦課

額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該納付義務者の未納に係る徴収金に

充当するものとする。 

追加〔昭和56年条例31号〕、一部改正〔昭和61年条例20号・平成12年24号・17年43号・20年

11号・46号〕 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合） 

第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合、一世帯に属する被保険者数が増加若しく

は減少した場合、一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付

金賦課被保険者でなくなつた場合又は法施行令第29条の７の２第２項に規定する特例対象被保険

者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となつた場合における当該納付義務者に係る第14

条の４、第15条の10の額若しくは第16条の２の額又は次条各号に定める額、第19条の４各号若し
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くは第19条の５第１項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日、被保険

者数が増加若しくは減少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したこ

とにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、

その前日とする。）、一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護

納付金賦課被保険者でなくなつた日又は特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割を

もつて行う。 

２ 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第14条の４、

第15条の10の額若しくは第16条の２の額又は次条各号に定める額、第19条の４各号若しくは第19

条の５第１項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日（法第６条第１号から第８号

までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した

日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をもつて行な

う。 

一部改正〔昭和54年条例35号・56年31号・59年41号・61年20号・平成12年24号・17年43号・

20年11号・46号・22年20号・23年14号・令和４年25号・５年51号・６年19号〕 

（低所得者の保険料の減額） 

第19条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の額は、第14条の４の基礎賦課

額から、それぞれ当該各号のアに定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が65万円を超

える場合には、65万円）及び第15条の10の後期高齢者支援金等賦課額から、それぞれ当該各号の

イに定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が24万円を超える場合には、24万円）並び

に第16条の２の介護納付金賦課額から、それぞれ当該各号のウに定める額を減額して得た額（当

該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、

その発生した日とする。）現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（法

第６条第８号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失し

た日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）につき算定した地方税法

第314条の２第１項に規定する総所得金額（同法第317条の２第１項第２号に規定する青色専従

者給与額又は同法第313条第５項に規定する事業専従者控除額については、同条第３項、第４項

又は第５項の規定を適用せず、所得税法（昭和40年法律第33号）第57条第１項、第３項又は第

４項の規定の例によらないものとし、地方税法第314条の２第１項に規定する山林所得金額及び

他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等
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に係る配当所得等の金額（同法附則第35条の２の６第８項又は第11項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第５項に規定す

る短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の

金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附

則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２

の６第11項又は第35条の３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35

条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等所得相互

免除法第８条第２項に規定する特例適用利子等の額、同条第４項に規定する特例適用配当等の

額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12

項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の算定についても同様

とする。以下この条において同じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世

帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」

という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得

税法第28条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方税法第314

条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者に

あつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては

当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（以下この号、次号及び第３号において「給与所得者等の数」という。）が２以

上の場合にあつては、地方税法第314条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について ３万4,370円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について １万1,550

円 
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ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について １万1,550円 

(２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）に、29万5,000円に当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について ２万4,550円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について 8,250円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について 8,250円 

(３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）に、54万5,000円に当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前２号に該当する以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について 9,820円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について 3,300円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について 3,300円 

一部改正〔昭和53年条例14号・54年35号・55年32号・56年31号・58年19号・26号・59年41号・

61年20号・62年14号・63年16号・平成元年23号・２年９号・４年17号・５年16号・６年16号・

８年16号・９年15号・10年25号・12年24号・13年24号・14年20号・15年15号・16年14号・17

年20号・18年18号・19年13号・20年11号・21年18号・22年14号・20号・23年14号・24年16号・

25年26号・26年14号・27年33号・28年22号・29年16号・30年19号・31年20号・令和２年19号・

３年12号・４年25号・５年17号・51号・６年19号〕 

（特例対象被保険者等の特例） 

第19条の３ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保

険者等である場合における第15条第１項及び前条の規定の適用については、第15条第１項中「規
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定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得

税法第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、

同条第２項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項にお

いて同じ。）」と、「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と、前条第１号

中「総所得金額（同法」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法

第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同

条第２項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。地方税法」

とする。 

全部改正〔平成23年条例14号〕 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第19条の４ 当該年度において、納付義務者の属する世帯に６歳に達する日以後の最初の３月31日

以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該未就学児に係る当該

年度分の被保険者均等割額（第19条の２に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、

その減額後の被保険者均等割額）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(１) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

ア 第19条の２第１号アに規定する金額を減額した世帯 7,365円 

イ 第19条の２第２号アに規定する金額を減額した世帯 １万2,275円 

ウ 第19条の２第３号アに規定する金額を減額した世帯 １万9,640円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ２万4,550円 

(２) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 第19条の２第１号イに規定する金額を減額した世帯 2,475円 

イ 第19条の２第２号イに規定する金額を減額した世帯 4,125円 

ウ 第19条の２第３号イに規定する金額を減額した世帯 6,600円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 8,250円 

追加〔令和４年条例25号〕、一部改正〔令和５年条例17号・６年19号〕 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第19条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（法施行令第29条の７第５項第８号に規定す
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る出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する

所得割額及び被保険者均等割額（第19条の２に規定する金額を減額するものとした場合にあつて

は、その減額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が、第

15条の８、第15条の16及び第16条の５に定める額を超える場合には、当該額）とする。 

(１) 基礎賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分

の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の12分の１の額に、当該出産被保険者の出産

の予定日（省令第32条の10の２各号で定める場合にあつては、出産の日。第24条の４第１項及

び第２項において同じ。）の属する月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月

（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下この項において「産

前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(２) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額（第19

条の２に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額）

に12分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 

(３) 後期高齢者支援金等賦課額の所得割額 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額

等に当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の12分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(４) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の後期高齢者支援金等賦

課額の被保険者均等割額（第19条の２に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、

その減額後の被保険者均等割額）に12分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(５) 介護納付金賦課額の所得割額 当該出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限

る。以下この号において同じ。）に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の介護納付金

賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(６) 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 当該年度分の介護納付金賦課額の被保険者均

等割額（第19条の２に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保

険者均等割額）に12分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者（介護納付金賦課被保険者で

ある者に限る。）の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 
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２ 前項各号に定めるところにより算定した額を決定する場合において、１円未満の端数があると

きは、これを切り上げるものとする。 

追加〔令和５年条例51号〕、一部改正〔令和６年条例19号〕 

（保険料の額等の通知） 

第20条 区長は、保険料の額を決定したときは、速やかに、これを世帯主に通知しなければならな

い。その額に変更があつたときも、同様とする。 

一部改正〔昭和56年条例31号・平成12年24号〕 

第21条 削除 

（延滞金） 

第22条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額

に、その納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上（1,000円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。）であるときは当該金額につき年14.6パーセント（当

該納期限の翌日から３月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100

円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額

を切り捨てる。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割

合とする。 

一部改正〔昭和63年条例16号・平成26年14号〕 

（延滞金の減免） 

第22条の２ 区長は、保険料の納付義務者が、納期限までに保険料を納付しなかつたことについて、

やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金額を減免することが

できる。 

（徴収猶予） 

第23条 区長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき

保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請に

よつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、６か月以内の期間を限つ

て徴収猶予することができる。 

(１) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受

け、またはその資産を盗まれたとき。 
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(２) 納付義務者がその事業または業務を廃止し、または休止したとき。 

(３) 納付義務者がその事業または業務について甚大な損害を受けたとき。 

(４) 前各号に掲げる理由に類する理由があるとき。 

２ 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を徴収猶予を必要とする理

由を証明すべき書類を添付して、区長に提出しなければならない。 

(１) 氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号（以下「個人番号」という。個人番

号を有しない者にあつては、氏名及び住所） 

(２) 納期限又は当該保険料の徴収に係る法第76条の４において準用する介護保険法第135条第

６項の規定による特別徴収対象年金給付（以下「特別徴収対象年金給付」という。）の支払に

係る月及び保険料の額 

(３) 徴収猶予を必要とする理由 

一部改正〔平成20年条例11号・27年69号〕 

（保険料の減免） 

第24条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保

険料を減免することができる。 

(１) 災害その他特別の事情により生活が著しく困難となつた者 

(２) 次のいずれにも該当する者（資格取得日の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。

以下「旧被扶養者」という。）の属する世帯の納付義務者 

ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者 

イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者（当該資格を取

得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。）の被扶養

者であつた者 

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第３条第２項の規定による日雇特例

被保険者を除く。 

(イ) 船員保険法の規定による被保険者 

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 

(エ) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）の規定による私立学校教職員共済制度

の加入者 

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康
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保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第３条

第２項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない

期間内にある者及び同法第126条第３項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納し

た者を除く。 

２ 前項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、納期限前７日までに次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければ

ならない。 

(１) 氏名、住所及び個人番号（個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所） 

(２) 納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月及び保険料の額 

(３) 減免を受けようとする理由 

３ 第１項第１号に該当する者に係る保険料の減免は、申請の日以後の納期限に係る保険料から適

用し、同項第２号に該当する者に係る保険料の減免は、旧被扶養者が被保険者の資格を取得した

日以後の納期限に係る保険料から適用する。 

４ 第１項の規定により、保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただ

ちにその旨を区長に申告しなければならない。 

一部改正〔平成20年条例11号・46号・27年69号〕 

（保険料に関する申告） 

第24条の２ 保険料の納付義務者は、４月15日まで（保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者

は、当該納付義務が発生した日から15日以内）に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険

者の所得その他区長が必要と認める事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。た

だし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年（当該年度の１月から３月までの間

に納付義務が発生した者は、前前年）の所得につき地方税法第317条の２第１項の申告書が区長に

提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定す

る者（同項ただし書の条例で定める者を除く。）である場合においては、この限りでない。 

全部改正〔平成22年条例20号〕 

（特例対象被保険者等に係る届出） 

第24条の３ 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、第19条の３の規定の適用を受けようと

するときは、次に掲げる事項を記載した届書を区長に提出しなければならない。 

(１) 氏名、住所及び個人番号（個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所） 

(２) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号（個人番号を有しない者にあつては、氏名） 
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(３) 離職年月日 

(４) 離職理由 

(５) 前各号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第

３号）第17条の２第１項第１号に規定する雇用保険受給資格者証又は同規則第19条第３項に規定

する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。 

全部改正〔平成22年条例20号〕、一部改正〔平成27年条例69号・30年19号・令和５年17号〕 

（出産被保険者に関する届出） 

第24条の４ 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を区長に提出

しなければならない。 

(１) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

(２) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

(３) 出産の予定日 

(４) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(１) 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

(２) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類 

(３) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係

る子との身分関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、区長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第２項

各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第１項の規定に

よる届出を省略させることができる。 

追加〔令和５年条例51号〕 

第７章 雑則 

第25条 削除 

削除〔平成21年条例28号〕 

（委任） 

第26条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 

第８章 罰則 
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（過料） 

第27条 区長は、法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出を

し、又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない

者に対し、10万円以下の過料を科する。 

一部改正〔昭和58年条例19号・62年14号・平成12年24号〕 

第28条 区長は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書

その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の

質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。 

一部改正〔昭和58年条例19号・平成12年24号〕 

第29条 区長は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金その他この条例の規定による徴

収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料を科する。 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例中第２章に関する事項は公布の日から、その他の事項は昭和34年12月１日から施

行する。 

全部改正〔平成20年条例11号〕 

（延滞金の割合の特例） 

第２条 当分の間、第22条第１項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセント

の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置

法第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下この条において同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中におい

ては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセント

の割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年１パ

ーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、

年7.3パーセントの割合）とする。 

全部改正〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成26年条例14号・令和２年36号〕 

（公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例） 

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前年中に

所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得（以下「公的年金等所得」という。）に

ついて同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上である者に係るものに限る。）の



26 

控除を受けた場合における第19条の２の規定の適用については、同条第１号中「総所得金額（同

法」とあるのは、「総所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得につい

ては、同条第２項第１号の規定によつて計算した額から15万円を控除した額によるものとし、地

方税法」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

全部改正〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例28号・22年20号・23年14号・令和

３年12号〕 

第４条 削除 

削除〔平成27年条例33号〕 

（平成22年度以降の保険料の減免の特例） 

第５条 当分の間、平成22年度以降の第24条第１項第２号による保険料の減免については、同号中

「該当する者（資格取得日の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。」とあるのは「該

当する者（」とする。 

追加〔平成22年条例20号〕、一部改正〔平成23年条例14号〕 

第６条及び第７条 削除 

削除〔令和６年条例19号〕 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第８条 給与等（所得税法第28条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項

に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払いを受けている被保険者が療養のため労

務に服することができないとき（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属

のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する

能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）に感染し

たとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。）は、

その労務に服することができなくなつた日から起算して３日を経過した日から労務に服すること

ができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続し

た３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額（その金額に、５円未満の端数が

あるときは、これを切り捨て、５円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる

ものとする。）の３分の２に相当する金額（その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを

切り捨て、50銭以上１円未満の端数があるときは、これを１円に切り上げるものとする。）とす

る。ただし、健康保険法第40条第１項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の
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30分の１に相当する金額（その金額に、５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以

上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する

金額（その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上１円未満の端数が

あるときは、これを１円に切り上げるものとする。）を超えるときは、その金額とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えないものとする。 

追加〔令和２年条例21号〕、一部改正〔令和３年条例12号〕 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整） 

第９条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感

染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、

これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる

給与等の額が、前条第２項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。 

追加〔令和２年条例21号〕 

第10条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、

その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができな

かつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差

額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を

支給額から控除する。 

２ 前項の規定により区が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。 

追加〔令和２年条例21号〕 

付 則（昭和37年12月１日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和38年３月25日条例第16号） 

この条例は、昭和38年４月１日から施行する。 

付 則（昭和38年10月１日条例第32号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和38年10月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に発した督促状については、なお従前の例による。 

付 則（昭和38年12月10日条例第37号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の保険料から適用する。 

付 則（昭和39年３月31日条例第25号） 
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この条例は、昭和39年４月１日から施行する。 

付 則（昭和39年11月25日条例第48号） 

この条例は、昭和40年１月１日から施行する。 

付 則（昭和40年３月31日条例第18号） 

１ この条例は、昭和40年４月１日から施行する。 

２ この条例中第19条の２の改正規定は、昭和40年度分の保険料から適用し、昭和39年度分までの

保険料については、なお従前の例による。 

３ この条例中第22条及び第22条の２の改正規定は、この条例の施行日以後に徴収する延滞金額に

ついて適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお

従前の例による。 

付 則（昭和40年10月15日条例第36号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年４月１日から適用する。ただし、昭和39年度分まで

の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和41年３月25日条例第７号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の保険料から適用する。 

２ 昭和40年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和41年９月30日条例第28号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第１号の改正規定及び付則第２項から第

４項までの規定は、昭和41年10月１日から施行する。 

（経過規定） 

２ この付則において別段の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の東京都板橋区国

民健康保険条例の規定は、昭和41年度分以後の保険料について適用し、昭和40年度分以前の保険

料については、なお従前の例による。 

（昭和41年度分の保険料に関する特例） 

３ 昭和41年度分の保険料に限り、次の表の左欄に掲げる規定の字句で、同表中欄に掲げるものは、

それぞれ同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

第14条第１

項 

所得割額及び被保険者均等割額

の合算額とする。ただし、賦課

賦課期日ごとの所得割額及び被保険者均等割額の

合算額に、それぞれ12分の６を乗じて得た額を合
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額は５万円をこえることができ

ない。 

算した額とする。ただし、賦課額は、賦課期日ご

とにそれぞれ25,000円をこえることができない。 

第14条第２

項 

賦課額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。 

賦課期日ごとの賦課額に１円未満の端数があると

きは、それぞれその端数金額を切り捨てるものと

する。 

第16条 次のとおりとする。 

１ 所得割 100分の112 

２ 被保険者均等割 被保険者

１人につき600円 

次の表の左欄に掲げる賦課期日ごとに、当該右欄

に定める率とする。 

 ４月１日 １所得割 100分の95  

  ２被保険者均等割 被保険

者１人につき600円 

 

  10月１日 １所得割 100分の112  

   ２被保険者均等割 被保険

者１人につき600円 

 

     

  

第17条 ４月１日 ４月１日及び10月１日 

第18条第２

項 

年額の12分の１とする。 賦課期日ごとの賦課額のそれぞれ６分の１とす

る。 

第19条の２ 当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生し

た日とする。） 

昭和41年４月１日（昭和41年４月１日後に保険料

の納付義務が発生した場合には、その発生した日

とする。） 

４ この条例施行前に、この条例による改正前の東京都板橋区国民健康保険条例の規定によつて賦

課した昭和41年度分の保険料は、前２項の規定によつて賦課した保険料の全部または一部とみな

す。 

付 則（昭和42年７月10日条例第21号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和42年４月１日から適用する。 

（経過規定） 
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２ この付則において別段の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の東京都板橋区国

民健康保険条例（以下「新条例」という。）の規定は、昭和42年度分以後の保険料について適用

し、昭和41年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

（昭和42年度分の保険料の所得割額の算定に関する特例） 

３ 昭和42年度分の保険料の所得割額の算定については、新条例第15条第１項に規定する都民税額

及び特別区民税額の合算額または同条第３項に規定する都道府県民税額及び市町村民税額を東京

都都税条例及び東京都板橋区特別区税条例に定める算定方法によつて算定しなおした額の合計額

から除かれる退職手当等に係るものは、東京都都税条例第24条の７の２の規定及び東京都板橋区

特別区税条例第36条の２の規定により他の所得と区分して課されたまたは課されるべきであつた

退職手当等に係るものに限る。 

付 則（昭和42年９月30日条例第26号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和42年10月１日から施行する。ただし、第19条の２の改正規定（「３万円」を

「４万円」に改める部分を除く。）は、昭和43年４月１日から施行する。 

（保険料の減額に関する規定の適用） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第19条の

２の規定は、昭和42年度分以後の保険料から適用し、昭和41年度分以前の保険料については、な

お従前の例による。ただし、同条中昭和43年４月１日から施行する部分の規定は、昭和43年度分

以後の保険料から適用し、昭和42年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

（延滞金に関する規定の適用） 

３ 新条例第22条の規定は、昭和42年10月１日（以下「施行日」という。）以後に納期限が到来す

る保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限が到来した保険料に係る延滞金について

は、なお従前の例による。ただし、同条中「端数計算」に係る部分の規定は、施行日以後に納付

される延滞金について適用する。 

付 則（昭和43年４月１日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の被保険者の出産にかかるものから適用する。 

付 則（昭和43年７月１日条例第28号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（保険料減額に関する規定の適用） 
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２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第19条の

２の規定は、昭和43年度分以後の保険料から適用し、昭和42年度分以前の保険料については、な

お従前の例による。 

（延滞金に関する規定の適用） 

３ 新条例第22条の規定は、昭和43年４月１日以後に納付された若しくは納付される延滞金につい

て適用する。 

付 則（昭和44年６月30日条例第26号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条の２及び第８条の３の改正規定は、昭和

44年８月１日から、第10条の改正規定は、昭和44年９月１日から施行する。 

（経過規定） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第19条の

２第１号の規定は、昭和44年４月９日から適用する。 

３ 新条例第19条の２第２号の規定は、昭和44年度分以後の保険料から適用し、昭和43年度分以前

の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和45年４月１日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の被保険者の死亡に係るものから適用する。 

付 則（昭和45年７月10日条例第16号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。 

（保険料の減額の特例に関する規定の適用） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）付則第４

項及び第５項の規定は、世帯主またはその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改

正する法律（昭和44年法律第16号）附則第15条または地方税法施行令（昭和25年政令第245号）附

則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条または第35条の規定の適用がある場合には、

昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例付則第４項中「昭和46年

度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。 

付 則（昭和47年11月20日条例第46号） 

この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（昭和47年12月東京都板橋区規則第37号で、

同48年１月１日から施行） 
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付 則（昭和49年２月１日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月１日から適用する。 

付 則（昭和49年３月20日条例第16号） 

この条例は、昭和49年４月１日から施行する。 

付 則（昭和49年７月１日条例第26号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和49年10月１日から施行する。 

（経過規定） 

２ この付則において別段の定めがある場合を除くほか、この条例による改正後の東京都板橋区国

民健康保険条例第14条第１項の規定は、昭和49年度分以後の保険料について適用し、昭和48年度

分以前の保険料については、なお従前の例による。 

（昭和49年度分の保険料に関する特例） 

３ 昭和49年度分の保険料に限り、次の表の左欄に掲げる規定の字句で、同表中欄に掲げるものは、

それぞれ同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

第14条第１

項 

所得割額及び被保険者均等割額

の合算額とする。ただし、賦課

額は８万円をこえることができ

ない。 

賦課期日ごとの所得割額及び被保険者均等割額の

合算額に、それぞれ12分の６を乗じて得た額を合

算した額とする。ただし、賦課額は、次の表の左

欄に掲げる賦課期日ごとに、当該右欄に掲げる額

をこえることができない。 

  ４月１日 25,000円  

  10月１日 ４万円  

     

第14条第２

項 

賦課額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。 

賦課期日ごとの賦課額に１円未満の端数があると

きは、それぞれその端数金額を切り捨てるものと

する。 

第17条 ４月１日 ４月１日及び10月１日 

第18条第２

項 

年額の12分の１とする。 賦課期日ごとの賦課額のそれぞれ６分の１とす

る。 

第19条の２ 当該年度の保険料賦課期日（賦昭和49年４月１日（昭和49年４月２日以後に保険
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課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生し

た日とする。） 

料の納付義務が発生した場合には、その発生した

日とする。） 

４ この条例施行前に、この条例による改正前の東京都板橋区国民健康保険条例の規定によつて賦

課した昭和49年度分の保険料は、前２項の規定によつて賦課した保険料の全部または一部とみな

す。 

付 則（昭和51年３月30日条例第34号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第14条第１項、第16条第２号及び第19

条の２の改正規定は、昭和51年４月１日から施行する。 

（経過規定） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第19条の

２第２号の規定（減額する保険料の額に係る改正部分を除く。）は、昭和50年10月１日から適用

する。 

３ 新条例第10条の規定は、昭和51年４月１日以後に被保険者が出産した場合について適用し、昭

和51年３月31日以前に被保険者が出産した場合については、なお従前の例による。 

４ この付則において別段の定めがある場合を除くほか、新条例第14条第１項、第16条第２号及び

第19条の２の規定は、昭和51年度分以後の保険料について適用し、昭和50年度分以前の保険料に

ついては、なお従前の例による。 

付 則（昭和51年７月１日条例第38号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和51年４月１日から適用する。 

（経過規定） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第24条の３の規定は、昭和51年度分以

後の保険料から適用し、昭和50年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和53年３月15日条例第14号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和53年４月１日から施行する。 

（経過規定） 
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２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第10条及

び第11条の規定は、昭和53年４月１日以後に被保険者が出産し、又は死亡した場合についてそれ

ぞれ適用し、昭和53年３月31日以前に被保険者が出産し、又は死亡した場合については、なお従

前の例による。 

３ 新条例第14条第１項及び第16条第２号の規定は、昭和53年度分以後の保険料について適用し、

昭和52年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

４ 新条例第19条の２第１号及び第２号の規定は、昭和53年度分以後の保険料の減額について適用

し、昭和52年度分以前の保険料の減額については、なお従前の例による。 

付 則（昭和54年３月15日条例第16号） 

１ この条例は、昭和54年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第10条第２項の規定は、この条例の施

行の日から起算して６月を経過した日以降の出産から適用する。 

付 則（昭和54年12月１日条例第35号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和55年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第10条第

１項及び第11条の規定は、昭和55年４月１日以後に被保険者が出産し、又は死亡した場合につい

てそれぞれ適用し、昭和55年３月31日以前に被保険者が出産し、又は死亡した場合については、

なお従前の例による。 

３ 新条例第14条第２項ただし書及び第16条の規定は、昭和55年度分以後の保険料について適用し、

昭和54年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

４ 新条例第19条の２の規定は、昭和55年度分以後の保険料の減額について適用し、昭和54年度分

以前の保険料の減額については、なお従前の例による。 

付 則（昭和55年11月25日条例第32号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和56年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第14条第

２項ただし書及び第16条の規定は、昭和56年度分以後の保険料について適用し、昭和55年度分以
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前の保険料については、なお従前の例による。 

３ 新条例第19条の２の規定は、昭和56年度分以後の保険料の減額について適用し、昭和55年度分

以前の保険料の減額については、なお従前の例による。 

付 則（昭和56年６月25日条例第17号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例付則第８項の規定は、昭和56年４月１

日から適用する。 

付 則（昭和56年12月１日条例第31号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和57年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第10条第

１項の規定は、昭和57年４月１日以後に被保険者が出産した場合について適用し、昭和57年３月

31日以前に被保険者が出産した場合については、なお従前の例による。 

３ 新条例第14条第２項、第15条、第15条の２、第15条の３、第16条、第18条の３、第19条第３項、

第19条の２、第20条及び第24条の２の規定は、昭和57年度分以後の保険料について適用し、昭和

56年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和57年７月１日条例第20号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例付則第８項の規定は、昭和57年度分の

保険料について適用し、昭和56年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和58年７月20日条例第19号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条及び第28条の改正規定は、昭和58年10月

１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第19条の

２の規定は、昭和58年度分以後の保険料について適用し、昭和57年度分以前の保険料については、

なお従前の例による。 

３ 新条例第27条及び第28条の規定は、昭和58年10月１日以後の行為について適用し、同日前の行



36 

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

４ 新条例付則第８項の規定は、昭和58年度分の保険料について適用し、昭和57年度分以前の保険

料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和58年12月１日条例第26号） 

１ この条例は、昭和59年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第14条第２項及び第19条の２の規定は、

昭和59年度分以後の保険料について適用し、昭和58年度分以前の保険料については、なお従前の

例による。 

付 則（昭和59年６月30日条例第28号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例付則第８項の規定は、昭和59年度分の

保険料について適用し、昭和58年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和59年10月１日条例第39号） 

１ この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律（昭和59年法律第77号。附則第１条ただし書

に規定する部分を除く。）の施行の日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第７条及び第８条の規定は、この条例

の施行の日以後に行われる療養の給付に係る一部負担金の割合について適用し、同日前に行われ

た療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。 

付 則（昭和59年12月１日条例第41号） 

１ この条例は、昭和60年４月１日から施行する。ただし、第19条第２項の改正規定は、公布の日

から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第14条第２項及び第19条の２の規定は、

昭和60年度分以後の保険料について適用し、昭和59年度分以前の保険料については、なお従前の

例による。 

付 則（昭和61年３月14日条例第20号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和61年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第10条第

１項及び第11条の規定は、昭和61年４月１日以後に被保険者が出産し、又は死亡した場合につい

てそれぞれ適用し、昭和61年３月31日以前に被保険者が出産し、又は死亡した場合については、

なお従前の例による。 

３ 新条例第14条から第15条まで、第15条の４から第16条まで及び第18条の３から第19条の２まで

の規定は、昭和61年度分以後の保険料について適用し、昭和60年度分以前の保険料については、

なお従前の例による。 

付 則（昭和61年７月21日条例第36号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例付則第８項の規定は、昭和61年度分の

保険料について適用し、昭和60年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和62年３月12日条例第14号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の７第１項及び第19条の２の改正規定は、

昭和62年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第15条の

７第１項及び第19条の２の規定は、昭和62年度分以後の保険料について適用し、昭和61年度分以

前の保険料については、なお従前の例による。 

３ 新条例第27条の規定は、この条例の施行の日以後の行為について適用し、同日前の行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 

付 則（昭和62年７月10日条例第24号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例付則第８項の規定は、昭和62年度分の

保険料について適用し、昭和61年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和63年３月14日条例第16号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、昭和63年４月１日から施行する。ただし、第８条の２及び第８条の３の改正規定

は、精神衛生法等の一部を改正する法律（昭和62年法律第98号）の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第15条の

７第１項及び第19条の２の規定は、昭和63年度分以後の保険料について適用し、昭和62年度分以

前の保険料については、なお従前の例による。 

３ 新条例第22条の規定は、昭和63年４月１日以後に納付される延滞金について適用する。 

付 則（平成元年３月16日条例第23号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条第１項及び第３項、第15条の７

第１項、第16条第２号、第19条の２、第24条の４並びに附則第８項の規定は、平成元年度分以後

の保険料について適用し、昭和63年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成元年７月１日条例第30号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び付則第３項の規定は、平成２年４月

１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第18条第２項及び付則第４項の規

定は、平成元年度分以後の保険料について適用し、昭和63年度分以前の保険料については、なお

従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例付則第７項の規定は、平成２年度

分以後の保険料について適用し、平成元年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成２年３月14日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の７第１項及び第19条の２の規
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定は、平成２年度分以後の保険料について適用し、平成元年度分以前の保険料については、なお

従前の例による。 

付 則（平成４年３月10日条例第17号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の７第１項、第16条第２号及び

第19条の２の規定は、平成４年度分以後の保険料について適用し、平成３年度分以前の保険料に

ついては、なお従前の例による。 

付 則（平成４年４月24日条例第24号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第10条第１項の規定は、平成４年４月

１日以後の被保険者の出産について適用し、平成４年３月31日以前の被保険者の出産については、

なお従前の例による。 

付 則（平成５年３月10日条例第16号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の７第１項及び第19条の２の規

定は、平成５年度分以後の保険料について適用し、平成４年度分以前の保険料については、なお

従前の例による。 

付 則（平成６年３月11日条例第16号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成６年４月１日から施行する。ただし、第18条第１項の改正規定は公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第

15条の７第１項及び第19条の２の規定は、平成６年度分以後の保険料について適用し、平成５年
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度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第18条第１項の規定は、平成５年12月31日から適用する。 

４ この条例による改正前の東京都板橋区国民健康保険条例付則第８項の規定は、平成５年度分ま

での保険料については、なおその効力を有する。 

付 則（平成６年６月21日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例付則

第10項の規定は、平成６年４月１日から適用する。 

付 則（平成６年９月30日条例第30号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成６年10月１日から施行する。ただし、目次の改正規定、第５章の章名の改正

規定及び第13条の見出しの改正規定は、平成７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第10条の規定は、出産の日がこの条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後である被保険者及び被保険者であった者について適

用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、

なお従前の例による。 

付 則（平成７年３月10日条例第15号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第16条第１号の規定は、平成７年度分

以後の保険料について適用し、平成６年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成７年10月９日条例第42号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例の規定は、平成７年７月以後の月分の

結核予防法（昭和26年法律第96号）第34条第１項若しくは第35条第１項（これらの規定が同法第

67条の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。）又は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和25年法律第123号）第30条第１項若しくは第32条第１項の規定による負担におい
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て受ける医療に関する給付について適用し、同年６月以前の月分の結核予防法第34条第１項若し

くは第35条第１項又は精神保健法第30条第１項若しくは第32条第１項の規定による負担において

受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。 

付 則（平成８年３月27日条例第16号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の７第１項、第16条及び第19条

の２の規定は、平成８年度分以後の保険料について適用し、平成７年度分以前の保険料について

は、なお従前の例による。 

付 則（平成９年３月10日条例第15号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第16条及び第19条の２の規定は、平成

９年度分以後の保険料について適用し、平成８年度分以前の保険料については、なお従前の例に

よる。 

付 則（平成９年３月28日条例第22号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第

11条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に被保険者が死亡した場合

について適用し、施行日前に被保険者が死亡した場合については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第11条の規定の適用については、施行日から平成10年３月31日までの間に被保険

者が死亡した場合に限り、同条中「７万円」とあるのは「６万円」とする。 

付 則（平成10年３月25日条例第25号） 

１ この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第

10条第１項の規定は、出産の日がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後である被
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保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険

者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第15条の７第１項、第16条第２号、第19条の２及び付則第７項の規定は、平成10

年度分以後の保険料について適用し、平成９年度分以前の保険料については、なお従前の例によ

る。 

付 則（平成11年３月26日条例第20号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第16条第１号の規定は、平成11年度分

以後の保険料について適用し、平成10年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成12年３月10日条例第24号） 

改正 

平成14年３月29日条例第20号 

平成14年10月１日条例第34号 

平成16年３月11日条例第14号 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第

15条の４、第16条の４及び第19条の２の規定は、平成13年度分以後の保険料について適用し、平

成12年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第27条及び第28条の規定は、この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法

（平成９年法律第124号）第37条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例

の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

４ 改正後の条例付則第13項の規定は、延滞金のうち平成12年４月１日以後の期間に対応するもの

について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 

一部改正〔平成14年条例20号・34号・16年14号〕 

付 則（平成12年３月31日条例第34号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 
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付 則（平成13年３月９日条例第24号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の４、第16条の４及び第19条の

２の規定は、平成13年度分以後の保険料について適用し、平成12年度分以前の保険料については、

なお従前の例による。 

付 則（平成14年３月29日条例第20号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例の規定は、平成14年度分以後の保険料

について適用し、平成13年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

（東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例（平成12年板橋区条例第24号）の一部を

次のように改正する。 

次のよう（省略） 

付 則（平成14年10月１日条例第34号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条並びに付則第７項及び第９項の規定は平

成15年１月１日から、第３条及び付則第３項の規定は平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例（第３条の規定については、当該規定。以下この項において同じ。）の施行の日前に

行われた療養又は薬剤の支給に係るこの条例による改正前の東京都板橋区国民健康保険条例の規

定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例によ

る。 

３ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第

12条の規定は、平成15年４月１日以後に受ける同条第１項に規定する医療に関する給付について

適用し、同日前に受けたこの条例による改正前の東京都板橋区国民健康保険条例第12条第１項に

規定する医療に関する給付については、なお従前の例による。 
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４ 改正後の条例第14条の３の規定は、平成15年度分以後の保険料について適用し、平成14年度分

以前の保険料については、なお従前の例による。 

５ 平成15年度分の保険料に係る改正後の条例第14条の３第１号の規定の適用については、同号中

「法第70条第１項第２号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康

保険法等の一部を改正する法律（平成14年法律第102号）附則第16条第３項に規定する前期負担調

整前概算医療費拠出金相当額と同条第８項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額と

の合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第１項第２号」と、「得た額」とあるのは「得た

額（平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額（健康保険法等の一部を改正する法

律第３条の規定による改正前の老人保健法（以下「旧老健法」という。）第55条第１項各号に掲

げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。）に平成13年度の退職被保険者等加入割合を

乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額（旧老健法第56条第１項

各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。）に平成13年度の退職被保険者等加

入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額（以下この項において「超過額」という。）

と超過額について老人保健法第54条第２項の規定の例により算定した額との合計額の２分の１に

相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成

13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠

出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満た

ない額（以下この項において「不足額」という。）と不足額について老人保健法第54条第２項の

規定の例により算定した額との合計額の２分の１に相当する額を加算するものとする。）」とす

る。 

６ 平成16年度分の保険料に係る改正後の条例第14条の３第１号の規定の適用については、同号中

「法第70条第１項第２号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康

保険法等の一部を改正する法律（平成14年法律第102号。以下「改正法」という。）附則第18条に

おいて読み替えて準用される改正法附則第16条第３項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出

金相当額と同条第８項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同

号」とあるのは「法第70条第１項第２号」と、「得た額」とあるのは「得た額（改正法附則第29

条第２項第２号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当

額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超

えるときは、その超える額（以下この項において「超過額」という。）と超過額について老人保

健法第54条第２項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29
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条第２項第２号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当

額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満

たないときは、その満たない額（以下この項において「不足額」という。）と不足額について老

人保健法第54条第２項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。）」とす

る。 

７ 改正後の条例第24条の４及び付則第８項の規定は、平成16年度分以後の保険料について適用し、

平成15年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

（準備行為） 

８ 改正後の条例第12条第２項の規定による受給者証の交付の手続は、この条例の施行の日前にお

いても行うことができる。 

（東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正） 

９ 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例（平成12年板橋区条例第24号）の一部を

次のように改正する。 

次のよう（省略） 

付 則（平成15年３月６日条例第15号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の４第１項、第16条の４第１項

及び第19条の２の規定は、平成15年度分以後の保険料について適用し、平成14年度分以前の保険

料については、なお従前の例による。 

付 則（平成16年３月11日条例第14号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第

15条の４第１項、第16条の４第１項、第16条の５及び第19条の２の規定並びに付則第10項及び付

則第11項の規定は、平成16年度分以後の保険料について適用し、平成15年度分以前の保険料につ

いては、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第24条の４の規定は、平成17年度分以後の保険料について適用し、平成16年度分
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以前の保険料については、なお従前の例による。 

（東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正） 

４ 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例（平成12年板橋区条例第24号）の一部を

次のように改正する。 

次のよう（省略） 

付 則（平成17年３月14日条例第20号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例の規定は、平成17年度分以後の保険料

について適用し、平成16年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成17年10月28日条例第43号） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、同年１月１日か

ら施行する。 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の東京都板橋区国民健康

保険条例の規定は、平成18年度分以後の保険料について適用し、平成17年度分以前の保険料につ

いては、なお従前の例による。 

付 則（平成18年３月13日条例第18号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、第14条の３及び第16条並びに付則第７

項及び第14項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第

14条の３及び第16条並びに付則第14項の規定は、平成17年度分以後の保険料について適用し、平

成16年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第15条の４第１項、第16条の４第１項及び第19条の２並びに付則第７項の規定は、

平成18年度分以後の保険料について適用し、平成17年度分以前の保険料については、なお従前の

例による。 

付 則（平成18年３月31日条例第25号） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 
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２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）の

規定は、この条例の施行の日以後に受ける改正後の条例第12条第１項に規定する医療及び同条第

２項に規定する医療に関する給付について適用し、同日前に受けたこの条例による改正前の東京

都板橋区国民健康保険条例第12条第１項に規定する医療に関する給付については、なお従前の例

による。 

３ この条例による改正後の条例付則第４項及び第15項から第20項までの規定は、平成18年度分の

保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成18年６月30日条例第35号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年10月１日から施行する。ただし、付則第14項の改正規定及び付則第20項

の次に２項を加える改正規定は公布の日から、付則第５項から第11項までの改正規定は平成19年

４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第

14条の３の規定は、平成19年度分以後の保険料について適用し、平成18年度分以前の保険料につ

いては、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例付則第14項の規定は、平成18年度分以後の保険料について適用し、平成17年度分

以前の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成19年３月12日条例第13号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定は、公布の日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第

12条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用

し、同日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第15条の４第１項、第16条の４第１項、第16条の５及び第19条の２の規定は、平

成19年度分以後の保険料について適用し、平成18年度分以前の保険料については、なお従前の例

による。 

付 則（平成20年３月12日条例第11号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は訪問看護に係るこの条例による改正前の

東京都板橋区国民健康保険条例（以下「改正前の条例」という。）の規定による保険給付につい

ては、それぞれなお従前の例による。 

３ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第14条の２、第14条の３、第15条の４

第１項、第15条の８から第16条まで、第16条の４第１項、第16条の６、第18条の２、第19条、第

19条の２及び付則第11条の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険

料については、なお従前の例による。 

４ 改正前の条例付則第15項、第17項及び第18項の規定は、平成18年度分の保険料については、な

おその効力を有する。 

５ 改正前の条例付則第16項、第19項及び第20項の規定は、平成19年度の保険料については、なお

その効力を有する。 

付 則（平成20年12月17日条例第46号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第１項の改正規定は、平成21年１月１日

から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第10条第

１項の規定は、平成21年１月１日以後の被保険者の出産について適用し、同日前までの出産につ

いては、なお従前の例による。 

３ 新条例第24条の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料につい

ては、なお従前の例による。 

付 則（平成21年３月11日条例第18号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の４第１項、第15条の12第１項、

第16条の４第１項、第16条の５及び第19条の２の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平
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成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正前の東京都板橋区国民健康保険条例付則第11条の規定は、平成20年度分の

保険料については、なおその効力を有する。 

付 則（平成21年６月17日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第10条の次に１条を加える改正規定は平成21

年10月１日から、付則第６条第２項の改正規定及び付則第６条の次に２条を加える改正規定は平成

22年１月１日から施行する。 

付 則（平成22年３月30日条例第12号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の４第１項、第15条の12第１項

及び第16条の４第１項の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料

については、なお従前の例による。 

付 則（平成22年３月31日条例第14号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の８、第15条の16及び第19条の

２の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従

前の例による。 

３ この条例による改正前の東京都板橋区国民健康保険条例第24条の３の規定は、平成21年度分ま

での保険料については、なおその効力を有する。 

付 則（平成22年６月29日条例第20号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以

下「新条例」という。）第19条第１項、第19条の３、第24条の３及び付則第12条の規定は、平成

22年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 新条例第19条第１項、第19条の３及び第24条の３の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、
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平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成23年３月30日条例第14号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年４月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定は、平成24年４月１

日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第10条第

１項の規定は、平成23年４月１日以後の被保険者の出産について適用し、同日前までの出産につ

いては、なお従前の例による。 

３ 新条例第15条、第15条の４、第15条の６、第15条の８、第15条の11、第15条の12、第15条の14、

第15条の16、第16条の３、第16条の４、第16条の５、第19条の２、第19条の３、付則第３条及び

付則第６条の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、

なお従前の例による。 

４ この条例による改正前の東京都板橋区国民健康保険条例第16条の６、第19条第３項、付則第４

条、付則第５条、付則第６条、付則第６条の２、付則第６条の３、付則第７条、付則第８条及び

付則第９条の規定は、平成22年度分までの保険料については、この条例の施行後も、なおその効

力を有する。 

付 則（平成24年３月８日東京都板橋区条例第16号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の４、第15条の12、第16条の４

及び第19条の２の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料につい

ては、なお従前の例による。 

付 則（平成25年３月29日東京都板橋区条例第26号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、付則第４条の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第12条の



51 

規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、同

日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。 

３ 新条例第15条の４、第15条の12、第16条の４、第19条の２及び付則第７条の規定は、平成25年

度分の保険料から適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成26年３月11日東京都板橋区条例第14号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第15条の

４、第15条の12、第15条の16、第16条の４、第16条の５及び第19条の２の規定は、平成26年度分

の保険料から適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

３ 新条例第22条第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に納期限

の到来する保険料に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来する保険料に係る延滞

金については、なお従前の例による。 

４ 新条例付則第２条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、

施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 

付 則（平成27年３月24日東京都板橋区条例第33号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第14条の３、第15条の４、第15条の８、

第15条の12、第15条の16、第16条の４、第16条の５及び第19条の２の規定は、平成27年度分の保

険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成27年12月25日東京都板橋区条例第69号） 

この条例は、平成28年１月１日から施行する。 

付 則（平成28年３月31日東京都板橋区条例第22号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の４、第15条の８、第15条の12、
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第15条の16、第16条の４及び第19条の２の規定は、平成28年度分の保険料から適用し、平成27年

度分までの保険料については、なお従前の例による。 

付 則（平成29年３月29日東京都板橋区条例第16号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条、第15条の４、第15条の12、第

16条の４及び第19条の２の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険

料については、なお従前の例による。 

付 則（平成30年３月30日東京都板橋区条例第19号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第14条の２、第14条の３、第15条の４、

第15条の８、第15条の９、第15条の12、第16条、第16条の４、第19条の２及び第24条の３の規定

は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例に

よる。 

付 則（平成31年３月29日東京都板橋区条例第20号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の４、第15条の８、第15条の12、

第16条の４及び第19条の２の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保

険料については、なお従前の例による。 

付 則（令和２年３月31日東京都板橋区条例第19号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例第15条の４、第15条の８、第15条の12、

第16条の４、第16条の５及び第19条の２の規定は、令和２年度分の保険料から適用し、令和元年
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度（平成31年度）分までの保険料については、なお従前の例による。 

付 則（令和２年５月19日東京都板橋区条例第21号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例付則第８条から第10条までの規定は、

傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から板橋区規則で定める日までの間に属する場

合について適用する。（令和２年５月東京都板橋区規則第51号（最終改正：令和５年規則第48号）

で、板橋区規則で定める日は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属の

コロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能

力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）が感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染（発

熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合を含む。）した者が、その療

養のため労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日以後、労務に就く

ことを予定していた日のうち最初の日とする。） 

付 則（令和２年12月18日東京都板橋区条例第36号抄） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

４ 第３条の規定による改正後の東京都板橋区国民健康保険条例付則第２条の規定は、この条例の

施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金について

は、なお従前の例による。 

付 則（令和３年３月30日東京都板橋区条例第12号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、付則第８条の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第15条、第15条の４、第15条の12、第16条の４、第19条の２及び付則

第３条の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和２年度分までの保険料については、な

お従前の例による。 

３ この条例による改正後の付則第８条の規定は、令和３年２月13日から適用する。 

付 則（令和４年３月30日東京都板橋区条例第25号） 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第14条の３、第15条の４、第15条の８、第15条の９、第15条の12、第

15条の16、第16条の４、第19条、第19条の２及び第19条の４の規定は、令和４年度以後の年度分

の保険料について適用し、令和３年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（令和５年３月31日東京都板橋区条例第17号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第24条の３第２項の改正規定は、公布

の日から施行し、令和４年10月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第10条第１項の規定は、令和５年４月１日以後の被保険者の出産につ

いて適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第15条の４、第15条の12、第15条の16、第16条の４、第19条の２及び

第19条の４の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料について適用し、令和４年度以前の年度

分の保険料については、なお従前の例による。 

付 則（令和５年12月19日東京都板橋区条例第51号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第14条の３、第15条の８、第15条の９、第15条の16、第16条、第19条、

第19条の５及び第24条の４の規定は、令和５年度分の保険料のうち令和６年１月以後の期間に係

るもの及び令和６年度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度分の保険料のうち令和

５年12月以前の期間に係るもの及び令和４年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例

による。 

付 則（令和６年３月29日東京都板橋区条例第19号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第15条の４、第15条の12、第15条の16、第16条の４、第19条の２及び

第19条の４の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前の年度
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分の保険料については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正前の付則第６条の規定は、平成23年度及び平成24年度分の保険料について

は、なおその効力を有する。 

４ この条例による改正前の付則第７条の規定は、平成25年度及び平成26年度分の保険料について

は、なおその効力を有する。
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